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種類 支 給 の 要 件
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給 付 の 内 容

・文中の年金額は令和6年度価額
・1.045は昭和31年4月2日以降生まれの人の年金改定率（1.018×1.027）
・1.042は昭和31年4月1日以前生まれの人の年金改定率（1.015×1.027）

種類 支 給 の 要 件
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  保険料納付済月数＋（1/4免除月数×5/6）
  ＋（1/2免除月数×2/3）＋（3/4免除月数×1/2）
  ＋（全額免除月数×1/3）816,000円 × 

 40年～25年（加入可能年数）×12
※

①　国民年金の加入期間等の短縮の特例
昭和5年4月1日以前生まれの人　21年～ 24年 
（経過措置一覧表A欄参照）
②　被用者年金の加入期間の短縮の特例
昭和31年4月1日以前生まれの人　20年～ 24年 
（経過措置一覧表B欄参照）
③　厚生年金保険の中高齢者の特例
昭和26年4月1日以前生まれの40歳（女子や船員・坑内員は
35歳）以後の厚生年金保険の被保険者期間が15年～19年 
（経過措置一覧表C欄参照）
〈振替加算〉
特別支給の老齢厚生年金（退職共済年金）及び老齢厚生年金

（退職共済年金）又は1級か2級の障害厚生年金（障害共済年金）
に加算される配偶者加給年金額の対象となっている昭和41年4
月1日以前生まれの人が受給する老齢基礎年金には、その人の
生年月日に応じた振替加算が加算される。
ただし、夫と妻ともに大正15年4月2日以降生まれであること。

〈老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ〉
◆繰上げ支給
60歳になるまでに老齢基礎年金の資格期間を満たしている人は、
60歳以降65歳になるまでの間に繰上げて減額された年金を受けること
ができる。
◆繰下げ支給
65歳になるまでに老齢基礎年金の資格期間を満たしている人
は、66歳以降に繰下げて増額した年金を受けることができる。

［年金額］
令和6年度の年金額は、物価変動率（3.2％）が名目手取り賃金変
動率（3.1％）よりも高いため、新規裁定・既裁定ともに賃金変動率で改
定され、マクロ経済スライドの調整率（－0.4％）を適用して改定率は2.7％
（1.027）となる。ただし、令和5年度の改定率が新規裁定者（1.018）
と既裁定者（1.015）で異なるため、令和6年度の新規裁定者と令和5
年度に新規裁定者だった68歳の者（昭和31年4月2日以降生まれ）は
1.045、それ以外の既裁定者は1.042で改定される。
①満額の年金額
816,000円（780,900円×1.045）
813,700円（780,900円×1.042）
②保険料免除期間等がある場合の年金額

満額の年金額は20歳から60歳になるまでの40年間、又は生
年月日に応じた加入可能年数（経過措置一覧表のD欄参照）が
保険料納付済期間で満たされている人に支給される年金額。
ただし、平成21年4月以降の期間の1/4免除月数は7/8、1/2免除

月数は3/4、3/4免除月数は5/8、全額免除月数は1/2で計算される。
※昭和31年4月1日以前に生まれた人（既裁定者）は813,700円。

国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象
期間（カラ期間）を合算して10年以上※ある人に、65歳に達し
たときから支給される。
※平成29年8月に25年から10年に短縮された。
◆保険料納付済期間
a．国民年金に加入し保険料を納付した期間（追納や後納した
期間も含む）

b．昭和61年4月以降の第3号被保険者であった期間
c．昭和36年4月以降の被用者年金の加入期間のうち20歳以
上60歳未満の期間

◆保険料免除期間
a．法定免除又は申請して保険料の全額を免除された期間
b．申請して保険料の2分の1を免除された期間（平成14年4
月以後）

c．申請して保険料の4分の3又は4分の1を免除された期間
（平成18年7月以後）

◆主な合算対象期間（カラ期間）
①　国民年金に任意加入しなかった期間など
a．被用者年金の加入者の配偶者で昭和36年4月以降昭和61年
3月までの期間で20歳以上60歳未満の期間※（配偶者期間）
b．昭和36年4月以降平成3年3月までの学生等であった20歳以
上60歳未満の期間※及び平成12年4月以降の学生納付特例期間
c．50歳未満の保険料の納付を猶予された期間（平成28年4
月から令和12年6月までの時限措置）

d．日本国民で海外に居住していた20歳以上60歳未満の期間※

※任意加入時の未納期間も合算対象期間とされる。
②　被用者年金の加入期間
a．昭和36年4月以降の被用者年金の加入期間のうち20歳未
満や60歳以降の期間

b．昭和36年3月以前の厚生年金保険や船員保険の被保険者期間
c．昭和36年4月以前から引き続き共済組合に加入していた
人の昭和36年3月以前の組合員期間

d．厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間のうち昭和36年4
月以降昭和61年3月までの期間 など

〈25年の資格期間短縮の特例〉
老齢基礎年金の受給資格期間が10年になる前の資格期間の

25年には、加入した年金制度や生年月日に応じて短縮される特
例があった。この期間短縮特例は、遺族基礎年金及び遺族厚生
年金の長期要件の資格期間25年の特例として適用される。

国　民　年　金 〔令和6年4月1日現在〕

保 険 給 付 一 覧

埼玉県社会保険労務士会

埼玉県社会保険労務士協同組合

社会保険労務士手帳
埼玉県社会保険労務士会会員の皆様には益 ご々清栄のこととお慶び申し上げます。当組合では、昨年に引
き続き、2025年版「埼玉県社会保険労務士手帳」オリジナル版を企画製作致します。年末、年始の顧問先
様への贈答用として、また事務職員用として、是非ご利用賜わりますようよろしくお願い申し上げます。
なお、埼玉県社会保険労務士会の会員の皆様には、埼玉会より1冊贈呈されます（11月号会報に同封予定）。

○別冊  資料内容
●主要官庁・関係団体一覧表（労働基準監督署・
公共職業安定所・全国健康保険協会・日本年金
機構ブロック本部・税務署・裁判所・法務局）
●社会保険労務士法（抄）
●埼玉県社会保険労務士会会則（抄）
●保険給付一覧（国民年金・厚生年金・健康保険・
国民健康保険・介護保険・労災保険・雇用保険）
●児童手当の概要
●年金等支払期月一覧
●労災保険料率表
●雇用保険一般保険料額表
●健康保険・厚生年金保険標準報酬月額・保険料
額表
●労働基準法
●高年齢雇用継続給付の給付金早見表

●65歳未満の在職老齢年金早見表
●65歳以降の在職老齢年金早見表
●全国健康保険協会・都道府県別保険料
●協会けんぽの保険料額
●東京近郊・地下鉄路線図

○手帳内容
●3年カレンダー（前年・当年・次年）
●年間スケジュール
●主な年間手続きカレンダー
●月間予定表（18ヶ月間）
●見開き1週間右ヨコ罫タイプ
●ヨコ罫ページ
●度量衡換算法
●印紙税額一覧表
●年齢早見表

埼玉県社会保険労務士協同組合 編集

2025年版

2025年版「社会保険労務士手帳」の特色
◎ダイアリーと資料がセットされた機能的な手帳
◎2025年版もより上質な素材の手帳カバーを採用
◇ダイアリーは使いやすい見開き一週間タイプ
◇2025年版の表紙の色は

〈中面イメージ〉

スケジュールと
資料の主な内容

手帳サイズ：
170×90mm

特別頒布価格斡旋のご案内

オリジナル版
会員の皆様へ

このご案内は埼玉県社会保険労務士会の協力事業として会員の
ために行うもので、同会の了承を得てお送りしています。
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厚 生 労 働 省 〒100-8916  千代田区霞が関1-2-2
中央合同庁舎第5号館 03（5253）1111

中央労働委員会 〒105-0011  港区芝公園1-5-32
労働委員会会館 03（5403）2111

日本年金機構 〒168-8505  杉並区高井戸西3-5-24 03（5344）1100
国 会 関 係
衆 議 院 〒100-0014  千代田区永田町1-7-1 03（3581）5111
参 議 院 〒100-0014  千代田区永田町1-7-1 03（3581）3111

内 閣
内 閣 法 制 局 〒100-0013  千代田区霞が関3-1-1

中央合同庁舎第4号館 03（3581）7271
人 事 院 〒100-8913  千代田区霞が関1-2-3 03（3581）5311
内 閣 府 〒100-8914  千代田区永田町1-6-1 03（5253）2111
デ ジ タ ル 庁 〒102-0094  千代田区紀尾井町1-3

東京ガーデンテラス紀尾井町19・20F 03（4477）6775
こども家庭庁 〒100-6090  千代田区霞が関3-2-5

霞が関ビルディング14F・20～22F 03（6771）8030
総 務 省 〒100-8926  千代田区霞が関2-1-2

中央合同庁舎第2号館 03（5253）5111
法 務 省 〒100-8977  千代田区霞が関1-1-1 03（3580）4111
外 務 省 〒100-8919  千代田区霞が関2-2-1 03（3580）3311
財 務 省 〒100-8940  千代田区霞が関3-1-1 03（3581）4111
文 部 科 学 省 〒100-8959  千代田区霞が関3-2-2 03（5253）4111
農 林 水 産 省 〒100-8950  千代田区霞が関1-2-1

中央合同庁舎第1号館 03（3502）8111
経 済 産 業 省 〒100-8901  千代田区霞が関1-3-1 03（3501）1511
中 小 企 業 庁 〒100-8912  千代田区霞が関1-3-1

経済産業省別館 03（3501）1511
国 土 交 通 省 〒100-8918  千代田区霞が関2-1-3 03（5253）8111
環 境 省 〒100-8975  千代田区霞が関1-2-2

中央合同庁舎第5号館 03（3581）3351

全 国 社 会 保 険 
労務士会連合会

〒103-8346  中央区日本橋本石町3-2-12
社会保険労務士会館 03（6225）4864

東 京 社 会 保 険 
労務士協同組合

〒101-0062  千代田区神田駿河台4-6
御茶ノ水ソラシティ アカデミア4F 03（3525）4221

全 国 国 民 年 金 
基 金

〒107-0052  港区赤坂8-1-22
NMF青山一丁目ビル9F 03（6804）1321

東 京 Ｓ Ｒ 経 営
労 務 セ ン タ ー

〒101-0061  千代田区神田三崎町3-7-12
清話会ビル4F 03（3264）0751

全 国 労 働 保 険 
事務組合連合会

〒102-0076  千代田区五番町12-3
五番町YSビル5F 03（3234）1481

全国労働保険事務 
組合連合会東京支部

〒102-0071  千代田区富士見1-5-8
大新京ビル4F 03（3556）0920

日 本 税 理 士 会 
連 合 会

〒141-0032  品川区大崎1-11-8
日本税理士会館8F 03（5435）0931

日本行政書士会 
連 合 会

〒105-0001  港区虎ノ門4-1-28
虎ノ門タワーズオフィス10F 03（6435）7330

日本弁護士連合会 〒100-0013  千代田区霞が関1-1-3
弁護士会館15F 03（3580）9841

日本公認会計士協会 〒102-8264  千代田区九段南4-4-1
公認会計士会館 03（3515）1120

日本司法書士会 
連 合 会

〒160-0003  新宿区四谷本塩町4-37
司法書士会館 03（3359）4171

日 本 弁 理 士 会 〒100-0013  千代田区霞が関3-2-6
東京倶楽部ビルディング14F 03（3581）1211

日 本 土 地 家 屋
調査士会連合会

〒101-0061  千代田区神田三崎町1-2-10
土地家屋調査士会館 03（3292）0050

日本不動産鑑定士 
協 会 連 合 会

〒105-0001  港区虎ノ門3-11-15
SVAX TTビル9F 03（3434）2301

中小企業診断協会 〒104-0061  中央区銀座1-14-11
銀松ビル 03（3563）0851

日本商工会議所 〒100-0005  千代田区丸の内3-2-2
丸の内二重橋ビル4～6F 03（3283）7823

全国商工会連合会 〒100-0006  千代田区有楽町1-7-1
有楽町電気ビル北館19F 03（6268）0088

健 康 保 険 組 合 
連 合 会

〒107-0052  港区赤坂8-5-26  
03（3403）0915

国 民 健 康 保 険
中 央 会

〒100-0014  千代田区永田町1-11-35
全国町村会館 03（3581）6821

企 業 年 金 
連 合 会

〒105-0011  港区芝公園2-4-1
芝パークビルB館10・11F 03（5777）2666

国 民 年 金 基 金 
連 合 会

〒106-0032  港区六本木6-1-21
三井住友銀行六本木ビル 03（5411）0211

船 員 保 険 会 〒150-0002  渋谷区渋谷1-5-6 03（3407）6061
労 働 者 健 康
安 全 機 構

〒211-0021  川崎市中原区木月住吉町1-1
044（431）8600

年金積立金管理 
運用独立行政法人

〒105-6377  港区虎ノ門1-23-1
虎ノ門ヒルズ森タワー 7F 03（3502）2480

勤 労 者 退 職 金 
共 済 機 構

〒170-8055  豊島区東池袋1-24-1
03（6907）1275

労 働 政 策 研 究・ 
研 修 機 構

〒177-8502  練馬区上石神井4-8-23
03（5903）6111

中 央 労 働 災 害 
防 止 協 会

〒108-0014  港区芝5-35-2
安全衛生総合会館6・8・9・10F 03（3452）6841

中 央 職 業 能 力 
開 発 協 会

〒160-8327  新宿区西新宿7-5-25
西新宿プライムスクエア11F 03（6758）2880

高齢・障害・求職者
雇 用 支 援 機 構

〒261-8558  千葉市美浜区若葉3-1-2
043（213）6000

主要官庁一覧

関係団体一覧



2025年版 埼玉県社会保険労務士手帳
ご注文は、下記要領をご参照の上お早めにお申し込みください。

1.特別頒布価格　1,100円（税込）
申込書に必要事項をご記入の上お申し込み
ください。

4.発送時期
11月上旬より、申込順に出荷いたします。

5.お問合せ・お申し込み先
埼玉県社会保険労務士協同組合

　　　TEL 048‐824‐0808
　　　FAX 048‐816‐6348
　　　https://www.srk-saitama.jp/

2.送料

ホームページでもご案内しています。　https://www.srk-saitama.jp/
※ご記入頂きました個人情報は、発送・請求業務以外の目的には使用いたしません。

お申込先  FAX048‐816‐6348このままFAXしてください

受付No. 2024年　　月　　日

2025年版「埼玉県社会保険労務士手帳」予約申込書

※昨年同様でも、必ずご記入ください。

単価（税込） 冊数

送料（税込）

合計総額（税込）

合計金額商品名

埼玉県社会保険労務士手帳 2025 1,100円 円

円

円

冊

送 付 先

住　　所：〒

事務所名：

社会保険労務士名：

T  E  L： F  A  X：

申込要領

2025年版は名入れ斡旋は行いません
2025年版については個別の名入れは行いません。「埼玉県
社会保険労務士会」の名称が入ったもののみの斡旋とな
ります。なにとぞご了承いただけますようお願い申し上
げます。

3.申込受付期限
予定部数がなくなり次第、締め切らせて
頂きます。

1冊
2～3冊
4～12冊
13～24冊

320円（税込）
595円（税込）
748円（税込）
847円（税込）

25冊以上の送料無料


